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公布された法令のあらまし 

 

兵庫県議会会議規則の一部を改正する規則（議会告示第１号） 

会議における質疑及び質問について、従来の一括質問・一括答弁方式に加え、一問一答方式、分割質問・分

割答弁方式を導入し、質疑及び質問の回数制限を撤廃することに伴い、質疑及び質問に係る規定について所要

の整備を行うこととした。 
 

県 議 会 告 示 

 

 兵庫県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成24年６月６日 

                                 兵庫県議会議長 加 茂   忍 

兵庫県議会告示第１号 

   兵庫県議会会議規則の一部を改正する規則 

 兵庫県議会会議規則（昭和36年兵庫県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。 

 第54条を次のように改める。 

第54条 削除 

 第63条中「第54条（（質疑の回数））、及び」を削る。 

   附 則 

 この規則は 、公布の日から施行する。 
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